
通常の納期限
口座振替
納付日

ゆとり日数 58日 14日 14日
口座振替
申込期限
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（※）

平成29年8月15日 平成29年10月11日

労働保険料は口座振替が便利です！

申告・納付は6月1日（木）から7月10日（月）までに

今年度より、申告書に「法人番号」の記入が必要となります。

29

金額の頭に

※年度更新手続期間内に年度更新申告書の提出がないと、全期・第1期分の口座振替納付の処理を
　行うことができませんのでご留意ください。

一般
一般
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　申告書の記載内容について、厚生労働省が委託した民間業者より照会させてい
ただく場合があります。



申告書の2枚目と3枚目の
上部を切り離し、労働保険
料を添えて管轄の労働局、
日本銀行の歳入代理店（※）
のいずれかヘご持参くださ
い。また、社会保険・労働
保険徴収事務センター
（年金事務所内に設
置）では申告書のみ受
付を行っています。
なお、労働基準監
督署では、所掌３
の申告書（労働
保険番号の３桁
目が「３」のもの：藤色と
赤色）の申告・納付はできま
せん。
※郵便局を含むほとんどの金融
機関が日本銀行の歳入代理
店となっています。

事業主控に受付印が必要な
場合は、労働局へ提出用と控
を一緒にご提出ください。

来庁による提出方法
申告書及び領収済通知書（納付
書）は3枚とも管轄の労働局また
は社会保険・労働保険徴収事務
センター（年金事務所内）へご持
参ください。

郵送による提出方法
管轄の労働局または社会保険・労
働保険徴収事務センター（年金事
務所内）あての郵送での提出も可
能です。労働局の住所は送付した
封筒の表面に記載しております。
事業主控に受付印が必要な場合
は返信用封筒を必ず同封してくだ
さい。

雇用保険の被保険者について

申告書の書き方

P.18

P.10

P.11

P.12

P.13

P.18

P.19

P.19

P.20

P.23

P.24

　事業主は、新年度の概算保険料を納付するための申告・納付（労働保険の
保険料の徴収等に関する法律第15条）と前年度の保険料を精算するための
確定保険料の申告・納付（労働保険の保険料の徴収等に関する法律第19条）
の手続が必要です。これが「年度更新」の手続です。

1 10

納付すべき

の種類ごと
に定め

裏表紙

納期

口座振替納付日 9月6日 11月14日 2月14日

7月10日 10月31日 1月31日

全期・第1期 第2期 第3期
●労働保険料の納期（平成29年度）

口座振替を利用し
ない場合の納期限

労働局・

申告書を作成したら、下記の方法により提出・納付します。

記入例1　確定保険料額が申告済概算保険料額を上回る場合（不足額が出る場合）

記入例2　確定保険料額が申告済概算保険料額を下回る場合（充当･還付をする場合）

　①　労働保険料に充当した場合の例

　②　充当後還付額が出る場合の例

記入例3　事業を廃止した場合

法人番号の記入について

9.0

10 月

⑬

郵送
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雇用保険の被保険者について

28
実際に てい 入してください。

29　

基本的な考え方
　雇用される労働者は、常用・パート・アルバイト・派遣等、名称や雇用形態にかかわらず、
① 1 週間の所定労働時間が 20 時間以上であり、② 31 日以上の雇用見込みがある場合に
は、原則として被保険者となります。

労働者の届出
　新たに労働者を雇い入れた場合は、その都度、事業所を管轄するハローワーク（公共職業
安定所）に「雇用保険被保険者資格取得届」の提出が必要です。
　また、雇用保険被保険者が離職した場合は、「雇用保険被保険者資格喪失届」と失業給付
額等の決定に必要な「離職証明書」の提出が必要です。

被保険者の範囲
　適用事業所に雇用される労働者は、次の「被保険者とならない者」を除き、本人が希望す
るか否かにかかわらず被保険者となり、雇用保険料の申告納付が必要です。

※平成29年1月1日より65歳以上の労働者についても雇用保険の適用対象となりました。

　日々雇用される者又は30日以内の期間を定めて雇用さ
れる者のうち、日雇労働で生計を立てている者。※別途印
紙保険料の納付も必要です。

他に生計を立てる手段がある等、臨
時・内職的に日雇労働を行う場合は
日雇労働被保険者にはなりません。
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２９

2 8 2 9

2 9 3 0

㉛法人番号

251,856

12.00

14.00

14.00

14.00

12.00

5,716

12

73,592

73,592

73,592

5,716 79.308

73,592

73,592

8

9

9 9

79.308

㉗欄「特 掲 事
業」とは、建設・
農林水産・清
酒製造の事業
が該当

㉛欄「法人番号」欄が空欄の場合は記入してください。
※法人番号は国税庁から通知される13桁の番号です。
※個人事業主の場合は13桁すべてに「0」を記入してください。
※法人番号が誤っている場合は、訂正してください。

28
29

申告書の記入例

（73＋246）÷12＝26人

4,921千円 18,398千円

4,921,300円

4,921,300円

申告書⑤欄へ

24人÷12＝2人

申告書⑥欄へ

延納

労働保険番号 事業の名称

27
ま

27

27
28

28
29

28

27
ま

申告書の書き方

※口座振替を利用している事業はP.23をご覧ください。

28 257,572
18,398

4,921 68,894

257,572 251,856

この例では、平成28年度の確定保険料が申告済概算保険料より多いため、不足
額欄（⑳（ハ））に計上することになります。

5,716

257,572

14

14

14

○○市 ○○ ×ｰ×ｰ×

代表取締役 ○○○○

株式会社○○工務店

土木建設工事業

○○市 OO ×ｰ×ｰ×

株式会社○○工務店

××××　  ××　  ××××××× ××××

29

28

2829 概算

ま

28

29

5,71673,592 79,308
ト

ト

28

申告書「⑧（ホ）」欄へ

P.27

チ

ル28

18,398 220,776

220,776 73,592

73,592
73,592
73,592

12

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　また、申告書の計算を行う
際の参考となるよう、「年度更新申告書計算支援ツール（継続事業用：雇用）」を用意していま
す。是非ご利用ください。（下記URLもしくは「労働保険関係各種様式」で検索してください。）

28
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2 8 2 9

2 9 3 0

㉛法人番号

〔計算方法〕 
　⑭（イ）220,776÷3＝

264,190

申告済概算保険料額（昨年度申告した額）がまだ納められていない場合には充当できませんのでご注意ください。

X X 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 711 06

uaj39uuy

73,592

73,592

6,618 66,974 66,974

73,592

73,592

73,592

土木建設工事業

6,618

第１期分㉒（イ）73,592円　　※余りが生じた場合は、
第２期分㉒（チ）73,592円　　　必ず第１期分に加算してください。
第３期分㉒（ル）73,592円　　　（余りは必ず１円または２円となります）

労働保険料に充当した場合の例①

264,190 257,572 6,618

㉒（イ）
73,592円

〔今期納付額の計算〕 
第１期 － ㉒（ロ）

6,618円
＝
今期納付額
㉒（ト）
66,974円

充当意思「1」を記入

ＸＸＸ　ＸＸＸＸ ＸＸＸＸ　  ＸＸ　  ＸＸＸＸ

⑴　充当額については、全期又は１期目の労働保険料額に充当し、余りがある場合には、２期
目、３期目に充当してください。

⑵　充当する場合は、「㉚充当意思」欄を必ず記入してください。
⑶　１期から３期目に充当してもなお余りがある場合は、還付の請求が必要です。申告書の提
出だけでは還付されませんので、管轄の労働局に「労働保険料・一般拠出金還付請求書」を
提出し、還付の請求を行ってください。

なお、請求手続については、P.12の「記入例２②　充当後還付額が出る場合」を参照ください。

（充当・還付をする場合）

*** **

*** **

14.00

14.00

14.00

*** **

12.00

12.00
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申告済概算保険料額（昨年度申告した額）がまだ納められていない場合には充当できませんのでご注意ください。

X X 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 711 06

uaj39uuy

73,592

73,592

6,618 66,974 66,974

73,592

73,592

73,592

土木建設工事業

6,618

第１期分㉒（イ）73,592円　　※余りが生じた場合は、
第２期分㉒（チ）73,592円　　　必ず第１期分に加算してください。
第３期分㉒（ル）73,592円　　　（余りは必ず１円または２円となります）

労働保険料に充当した場合の例①

264,190 257,572 6,618

㉒（イ）
73,592円

〔今期納付額の計算〕 
第１期 － ㉒（ロ）

6,618円
＝
今期納付額
㉒（ト）
66,974円

充当意思「1」を記入

ＸＸＸ　ＸＸＸＸ ＸＸＸＸ　  ＸＸ　  ＸＸＸＸ

⑴　充当額については、全期又は１期目の労働保険料額に充当し、余りがある場合には、２期
目、３期目に充当してください。
⑵　充当する場合は、「㉚充当意思」欄を必ず記入してください。
⑶　１期から３期目に充当してもなお余りがある場合は、還付の請求が必要です。申告書の提
出だけでは還付されませんので、管轄の労働局に「労働保険料・一般拠出金還付請求書」を
提出し、還付の請求を行ってください。

なお、請求手続については、P.12の「記入例２②　充当後還付額が出る場合」を参照ください。
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264,190

申告済概算保険料額（昨年度申告した額）がまだ納められていない場合には充当できませんのでご注意ください。
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第１期分㉒（イ）73,592円　　※余りが生じた場合は、
第２期分㉒（チ）73,592円　　　必ず第１期分に加算してください。
第３期分㉒（ル）73,592円　　　（余りは必ず１円または２円となります）

労働保険料に充当した場合の例①

264,190 257,572 6,618

㉒（イ）
73,592円

〔今期納付額の計算〕 
第１期 － ㉒（ロ）

6,618円
＝
今期納付額
㉒（ト）
66,974円

充当意思「1」を記入

ＸＸＸ　ＸＸＸＸ ＸＸＸＸ　  ＸＸ　  ＸＸＸＸ

⑴　充当額については、全期又は１期目の労働保険料額に充当し、余りがある場合には、２期
目、３期目に充当してください。

⑵　充当する場合は、「㉚充当意思」欄を必ず記入してください。
⑶　１期から３期目に充当してもなお余りがある場合は、還付の請求が必要です。申告書の提
出だけでは還付されませんので、管轄の労働局に「労働保険料・一般拠出金還付請求書」を
提出し、還付の請求を行ってください。

なお、請求手続については、P.12の「記入例２②　充当後還付額が出る場合」を参照ください。

（充当・還付をする場合）

*** **

*** **

14.00

14.00

14.00

*** **

12.00

12.00
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2 9 3 0

㉛法人番号

264,190

土木建設工事業

ＸＸＸ　ＸＸＸＸ ＸＸＸＸ　  ＸＸ　  ＸＸＸＸ

648,920

220,776 220,776 0 0

土木建設工事業

220,776

264,190 257,572 6,618

06711X X 301000001 000

uaj39uuy

6 12

*** **

*** **

*** **

14.00

12.00

12.00

14.00

14.00

X X 301000001 000 711 06

uaj39uuy

〔計算方法〕

※確定保険料算出の結果、不足が生じた場合は不足額を納付してください。
※還付額が生じた場合は、「記入例２②　充当後還付額が出る場合」を参照してください。

申告済概算保険料額（昨年度申告した額）がまだ納められていない場合には充当及び還付の請求はできませんのでご注意ください。

申告済概算保険料額（昨年度申告した額）がまだ納められていない場合には充当及び還付の請求はできませんのでご注意ください。

次のような場合には確定申告が必要となります
①平成28年度中に事業廃止した場合②対象となる労働者がいなくなった場合③労働保険事務組合へ事務を委託し
た場合

申
告
書
を㉔

欄
の

○現在、対象労働者がいない場合、上記のとおり確定申告が必要となります。ただし、求人を出しているなど労
働者を雇用する見込みがある場合は、その見込み賃金額をもって概算申告し、労働保険を継続することもで
きます。
○昨年度中に事業を廃止した場合は、口座振替の対象にはなりません。詳しくは、都道府県労働局にお問い合
わせください。

充当後還付額が出る場合の例② 事業を廃止した場合3

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　）
還付額が出た場合管轄の労働局に「労働保険料・一般拠出金還付請求書」を提出し、還付の請求を行
ってください。
納付する保険料がない場合は申告書を金融機関・郵便局へ提出することはできません。
管轄の労働局へ直接ご提出いただくか、郵送されるようお願いします。

424,873

170,572

ロ

還付額

648,920 257,572 220,776

*** **

*** **

14.00

14.00

14.00

*** **

12.00

12.00

ＸＸＸ　ＸＸＸＸ ＸＸＸＸ　  ＸＸ　  ＸＸＸＸ

（注意事項）

　「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」第41条第１項において、保険料の還付を受け
る権利は、２年を経過したときは時効によって消滅する旨規定されております。
　したがいまして、事業主のみなさまは、本請求書をできる限り早めに作成し、所轄都道府
県労働局あて提出してください。
　なお、２年を経過した後に、本請求書を提出いただいた場合は、還付を受けることはでき
ませんのでご注意ください。
　不明な点等がございましたら、都道府県労働局までお問い合わせください。
　　〈参考〉労働保険の保険料の徴収等に関する法律（昭和44年法律第84号）第41条第１項

　労働保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受け
る権利は、二年を経過したときは、時効によって消滅する。
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〔計算方法〕

※確定保険料算出の結果、不足が生じた場合は不足額を納付してください。
※還付額が生じた場合は、「記入例２②　充当後還付額が出る場合」を参照してください。

申告済概算保険料額（昨年度申告した額）がまだ納められていない場合には充当及び還付の請求はできませんのでご注意ください。
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○現在、対象労働者がいない場合、上記のとおり確定申告が必要となります。ただし、求人を出しているなど労
働者を雇用する見込みがある場合は、その見込み賃金額をもって概算申告し、労働保険を継続することもで
きます。
○昨年度中に事業を廃止した場合は、口座振替の対象にはなりません。詳しくは、都道府県労働局にお問い合
わせください。

充当後還付額が出る場合の例② 事業を廃止した場合3

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　）
還付額が出た場合管轄の労働局に「労働保険料・一般拠出金還付請求書」を提出し、還付の請求を行
ってください。
納付する保険料がない場合は申告書を金融機関・郵便局へ提出することはできません。
管轄の労働局へ直接ご提出いただくか、郵送されるようお願いします。
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（注意事項）

　「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」第41条第１項において、保険料の還付を受け
る権利は、２年を経過したときは時効によって消滅する旨規定されております。
　したがいまして、事業主のみなさまは、本請求書をできる限り早めに作成し、所轄都道府
県労働局あて提出してください。
　なお、２年を経過した後に、本請求書を提出いただいた場合は、還付を受けることはでき
ませんのでご注意ください。
　不明な点等がございましたら、都道府県労働局までお問い合わせください。
　　〈参考〉労働保険の保険料の徴収等に関する法律（昭和44年法律第84号）第41条第１項

　労働保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受け
る権利は、二年を経過したときは、時効によって消滅する。
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※確定保険料算出の結果、不足が生じた場合は不足額を納付してください。
※還付額が生じた場合は、「記入例２②　充当後還付額が出る場合」を参照してください。

申告済概算保険料額（昨年度申告した額）がまだ納められていない場合には充当及び還付の請求はできませんのでご注意ください。
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○現在、対象労働者がいない場合、上記のとおり確定申告が必要となります。ただし、求人を出しているなど労
働者を雇用する見込みがある場合は、その見込み賃金額をもって概算申告し、労働保険を継続することもで
きます。
○昨年度中に事業を廃止した場合は、口座振替の対象にはなりません。詳しくは、都道府県労働局にお問い合
わせください。

充当後還付額が出る場合の例② 事業を廃止した場合3

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　）
還付額が出た場合管轄の労働局に「労働保険料・一般拠出金還付請求書」を提出し、還付の請求を行
ってください。
納付する保険料がない場合は申告書を金融機関・郵便局へ提出することはできません。
管轄の労働局へ直接ご提出いただくか、郵送されるようお願いします。
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（注意事項）

　「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」第41条第１項において、保険料の還付を受け
る権利は、２年を経過したときは時効によって消滅する旨規定されております。
　したがいまして、事業主のみなさまは、本請求書をできる限り早めに作成し、所轄都道府
県労働局あて提出してください。
　なお、２年を経過した後に、本請求書を提出いただいた場合は、還付を受けることはでき
ませんのでご注意ください。
　不明な点等がございましたら、都道府県労働局までお問い合わせください。
　　〈参考〉労働保険の保険料の徴収等に関する法律（昭和44年法律第84号）第41条第１項

　労働保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受け
る権利は、二年を経過したときは、時効によって消滅する。
　



株式会社 ○○工務店

株式会社 ○○工務店

カブシキガイシャ ○○コウムテン

また、ゆうちょ銀行
への振り込みを希
望する場合も、この
欄に記入してくださ
い。
なお、ネット銀行の
一部については振
込ができない場合
があります。

ゆうちょ銀行への
振込みを希望する
場合は、５桁の
「記号」－８桁の
「番号」をこちら
の欄にご記入くだ
さい。

郵便局での受取り
を希望する場合
は、こちらの欄に記
入してください。
（指定できない郵
便局もあります。）

年度更新の場合
は「１」を、事業終
了の場合は「２」を
ご記入ください。

こ
の
欄
は
記
入
し
な
い
で

く
だ
さ
い
。

還
付
請
求
書
を
提
出
す
る
年
度
を
、元
号

「
７
」を
付
け
て
ご
記
入
く
だ
さ
い
。

　記入例２②のように概算保険料への充当後に還付が生じる場合、記入例3のように事業を廃止した場合で還付が生じる場合
は、「労働保険料・一般拠出金還付請求書」を提出してください。

厚生労働省HP（http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhoken01/yousiki.html）からダウンロードできます。
（事業主控が必要な場合はコピーをご用意ください。）

（事業主控が必要な場合はコピーをご用意ください。）前

220,77629

29 12

3 0 1 0 0 0 0 0 1

27

28
28

27

（平成31年度まで）

255,935円×4/1000＝1,023.74→1,024円

28
28
29

27

28

29

※（平成31年度まで）

※平成29年1月1日より65歳以上の労働者についても雇用保険の適用対象となりましたが、上
記のとおり64歳以上の方については平成31年度まで雇用保険の保険料が免除されます。

･

･



株式会社 ○○工務店

株式会社 ○○工務店

カブシキガイシャ ○○コウムテン

また、ゆうちょ銀行
への振り込みを希
望する場合も、この
欄に記入してくださ
い。
なお、ネット銀行の
一部については振
込ができない場合
があります。

ゆうちょ銀行への
振込みを希望する
場合は、５桁の
「記号」－８桁の
「番号」をこちら
の欄にご記入くだ
さい。

郵便局での受取り
を希望する場合
は、こちらの欄に記
入してください。
（指定できない郵
便局もあります。）

年度更新の場合
は「１」を、事業終
了の場合は「２」を
ご記入ください。

こ
の
欄
は
記
入
し
な
い
で

く
だ
さ
い
。

還
付
請
求
書
を
提
出
す
る
年
度
を
、元
号

「
７
」を
付
け
て
ご
記
入
く
だ
さ
い
。

　記入例２②のように概算保険料への充当後に還付が生じる場合、記入例3のように事業を廃止した場合で還付が生じる場合
は、「労働保険料・一般拠出金還付請求書」を提出してください。

厚生労働省HP（http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhoken01/yousiki.html）からダウンロードできます。
（事業主控が必要な場合はコピーをご用意ください。）

（事業主控が必要な場合はコピーをご用意ください。）前

220,77629

29 12

3 0 1 0 0 0 0 0 1

27

28
28

27

（平成31年度まで）

255,935円×4/1000＝1,023.74→1,024円

28
28
29

27

28

29

※（平成31年度まで）

※平成29年1月1日より65歳以上の労働者についても雇用保険の適用対象となりましたが、上
記のとおり64歳以上の方については平成31年度まで雇用保険の保険料が免除されます。

･

･



株式会社 ○○工務店

株式会社 ○○工務店

カブシキガイシャ ○○コウムテン

また、ゆうちょ銀行
への振り込みを希
望する場合も、この
欄に記入してくださ
い。
なお、ネット銀行の
一部については振
込ができない場合
があります。

ゆうちょ銀行への
振込みを希望する
場合は、５桁の
「記号」－８桁の
「番号」をこちら
の欄にご記入くだ
さい。

郵便局での受取り
を希望する場合
は、こちらの欄に記
入してください。
（指定できない郵
便局もあります。）

年度更新の場合
は「１」を、事業終
了の場合は「２」を
ご記入ください。

こ
の
欄
は
記
入
し
な
い
で

く
だ
さ
い
。

還
付
請
求
書
を
提
出
す
る
年
度
を
、元
号

「
７
」を
付
け
て
ご
記
入
く
だ
さ
い
。

　記入例２②のように概算保険料への充当後に還付が生じる場合、記入例3のように事業を廃止した場合で還付が生じる場合
は、「労働保険料・一般拠出金還付請求書」を提出してください。

厚生労働省HP（http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhoken01/yousiki.html）からダウンロードできます。
（事業主控が必要な場合はコピーをご用意ください。）

（事業主控が必要な場合はコピーをご用意ください。）前
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（平成31年度まで）

255,935円×4/1000＝1,023.74→1,024円
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28
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27

28

29

※（平成31年度まで）

※平成29年1月1日より65歳以上の労働者についても雇用保険の適用対象となりましたが、上
記のとおり64歳以上の方については平成31年度まで雇用保険の保険料が免除されます。

･

･



　電子申請を利用することにより、労働局等の窓口へ出向くことなく手続を行うことができます。
（電子申請するにあたっては、あらかじめ政府が認めた認証局の発行した電子署名用の電子証
明書の取得が必要です。）
　また、年度更新申告書に「アクセスコード※」（年度更新申告書のあて先労働局名の右隣に
印字されている８桁の英数字）が設定されており、電子申請による年度更新では、様式をダウ
ンロードした日に労働保険番号と「アクセスコード※」を入力することにより、お手元の年度更
新申告書と同様の項目（労働保険番号、保険料率等）を電子申請様式に取り込むことができ、
前年度の申告内容等を改めて入力する手間が省けます。
　詳しくは「電子政府の総合窓口（e-Gov）」（http://www.e-gov.go.jp/）や、P.20～
P.22に電子申請を行う場合の操作手順を記載していますので、ご覧ください。
　なお、e-Gov電子申請システムの操作方法等については「電子政府利用支援センター」
（電話番号050－3786－2225（050ビジネスダイヤル）、IP電話網が利用できない場合は
017－771－9008）、受付時間：9時から19時まで（土日・祝祭日は17時まで）へお問い合わせ
ください。

◎「名称、所在地等変更届」はダウンロード様式はありません。最寄りの労働局等で入手して
ください。

変更

□　賃金総額（⑧⑫欄）は千円未満は切り捨て、保険料額（⑩⑭欄）は一円未満を切り捨てていますか。
□　事業主欄に「記名、押印または署名」しましたか？

も

8

7
事業主の氏名（法人の名称）、事業主の住所（本店所在地）、事業の名称、所在地、種類

　なお、所在地の変更により、管轄のハ口一ワークが変わる場合は、変更後の所在地を管轄す
るハローワークに提出してください。

　「法人番号欄」（㉛欄）が空欄の場合、法人の行う事業については、国税庁から通知された13
桁の法人番号を記入してください（商業登記法に基づく「会社法人等番号（12桁）」を記入し
ないようご注意ください。）。
　法人番号は支店や事業所ごとには指定されませんので、支店や事業所についても、各法人
に指定された法人番号を記入してください。
　なお、個人事業主の行う事業については、法人番号欄の13桁すべてに「0」を記入してくだ
さい（個人番号の記入はしないでください。）。
　また、前年度にご登録いただいている場合は印字されてありますが、訂正する場合は「年度
更新よくある質問」（P.24）のQ3をご参照ください。

　必ず「労働保険番号」、「変更年月日」、変更箇所（変更前と変更後）、変更理由の記入をお願い
します。（変更のない部分については記入不要です。）

9

10

管轄

のとおり します

への は の でお いします

イ イイ の

下記 申告 。

ＯＣＲ枠 記入 上記 「標準字体」 願 。

（

項

）

（

項

）

② （

項

）

（

項

）

（

項

）

（

項

）

（

項

）

（

項

）

（

項

）

（

項

）

労働
保険
番号

業 種

（ ） （ ）（ ） 分

（

項

（

項

様式第 号（第 条 第 条 第 条関係）（甲）（ ）（表面）１６ ､ ､

継 続 事 業
（一括有期事業 含 ）

種 別

平成 年 月 日

都道府県 基 幹 番 号 枝 番 号管 轄

を む｡

標準
字体

先

算 定 期 間 平成 年 月 日 平成 年 月 日

※ 各 種 区 分

区 分

労働保険料

保険料・一般拠出金算定基礎額 確定保険料・一般拠出金額（ × ）

あて

でまらか

提 出 用
※入力徴定 ーコ ド

増加年月日 日月年等止廃業事）成平：号元（ （元号：平成 ）

※保険関係※片保険理由 ー

管轄（ ）所掌

※事業廃止等理由
元号 年 月 日 元号 年 月 日

十 万 千 百 十 人 十 万 千 百 十 人 万 千 百 十 人

労働保険
石綿健康被害救済法

概算・増加概算・確定保険料
一般拠出金 申告書

第 片「記入 当 注意事項」 読 記入 下 。に たっての をよく んでから して さい

※修正項目番号

１

２

５４３

９８７６

２９

〒

はは

コ ド

７７

常時使用労働者数 雇用保険被保険者数 免除対象高年齢労働者数

労働保険特別会計歳入徴収官殿

（

折

曲

な
る
べ
く

り

げ
な
い
よ
う
に

確
定

１３３9２１４8２

千 百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円

保険関係等 産業分類

保険料・一般拠出金率
一
般
拠
出
金

（注 ）
石
綿

（注 ）

に
よ
る

事業場が県外移転した場合は、アクセスコード
は使用出来ませんのでご注意ください。
※

も

も
も

法人番号の記入について

税金その他

P.

P.

P.

、任意加入による高年齢継続被保険者

P.
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●e-Gov電子申請システムの操作方法等につい
ては「電子政府利用支援センター（電話番号
050-3786-2225（050ビジネスダイヤル）、IP電話
網が利用できない場合は017-771-9008）、受付時
間：9時から19時まで（土日・祝祭日は17時まで）へ
お問い合わせください。
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●e-Gov電子申請システムの操作方法等につい
ては「電子政府利用支援センター（電話番号
050-3786-2225（050ビジネスダイヤル）、IP電話
網が利用できない場合は017-771-9008）、受付時
間：9時から19時まで（土日・祝祭日は17時まで）へ
お問い合わせください。
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  画面遷移先のインターネットバンキングに納付情報が送信されるため、電子納付を行う際に「収納機関番号」「納付番号」等の入力を省略で
きます。

Q.
A.
現在、口座振替を利用していますが、口座振替の申込み手続きは毎年必要でしょうか。
すでに口座振替を利用していれば、毎年申込み手続きは必要ありません。
口座振替日に引き落としが行われるよう、年度更新手続期間内に申告書のご提出を頂
きますようよろしくお願いします。

12

株式会社
○○興業

　○○○-○○○○
東京都
○○区○○○
○丁目○番地○○

※口座振替を利用している事業場の申告書について
　口座振替を利用している方への申告書には、以下のように印字されています。
　この申告書は金融機関（銀行、郵便局等）で受付することができませんので、管轄の労働局又は社会
　保険・労働保険徴収事務センターに持参するか郵送してください。
　口座振替を利用している場合は、領収済通知書を用いて金融機関に納付することができませんのでご
　注意ください。
　なお、前年度中に事業廃止となった事業場は、口座振替の対象とはなりません。したがって、保険料等
　追加納付額が発生する場合には納付書による納付が必要になります。詳しくは都道府県労働局にお問い
　合わせください。
　※労働保険の主な事業廃止事由
　①事業場を廃止する場合/②雇用する労働者が０人になった場合/③労働保険継続一括事業場の被一括事業場となる場
　合/④労働保険の事務組合へ事務を委託した場合

 

●金融機関で受付できません。管轄の労働局等にご提出ください。

●●●●●●●●
●　口座振替　●
●●●●●●●●

口座振替を申込みいただいておりますので、
この申告書は金融機関で受付できません。
７月10日までに管轄労働局等に提出下さい。
全期・第１期口座振替日は、９月６日です。

※７月10日、９月６日が土・日・祝日の場合
には、翌営業日となります。

＊＊＊＊【口座振替のお知らせ】＊＊＊＊

2 9

〔口座振替に関するQA 〕
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2 9

〔口座振替に関するQA 〕
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申告内容について、民間業者から問い合わせがありましたが。
申告書の審査について、厚生労働省が外部委託した業者より内容の照会をさせていた
だく場合があります。業者名については、同封のリーフレットをご覧ください。

申告書と領収済通知書（納付書）を切り離してしまいました。どうしたらいいのですか。
どちらも使用できますので、申告書のみを管轄の労働局にご提出いただき（郵送でも
可）、領収済通知書（納付書）は、お近くの金融機関で納付する際にご利用ください。

ほとんどの金融機関

還付請求には時効がありますので、ご注意ください。

控えを含めて

納付する保険料がない場合は申告書を金融機関へ提出することができません。

が日本銀行の歳入代理店となっています

28 29

29

29

厚生労働省ホームページからダウンロードできます。それ以外の方は電子申請をご利
用いただくか、最寄りの労働局等で入手してください。
なお、年度更新申告書はダウンロードできません。
（下記URLもしくは「労働保険関係各種様式」で検索してください。）

申告書には移転先の新しい所在地（名称）をご記入ください。

（なお、印字されている所在地は、登録されている「事務所」の所在地です。）P19

昨年度中に事業を廃止した場合は、口座振替の対象にはなりません。詳しくは、都
道府県労働局にお問い合わせください。

訂正はできませんので、必ず新しい領収済通知書（納付書）により納付してください。
新しい領収済通知書（納付書）は労働局等に用意してあります。なお、他都道府県の領
収済通知書（納付書）での納付はできませんのでご注意ください。（P7参照）
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保険料の
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（下記URLもしくは「労働保険関係各種様式」で検索してください。）

申告書には移転先の新しい所在地（名称）をご記入ください。

（なお、印字されている所在地は、登録されている「事務所」の所在地です。）P19

昨年度中に事業を廃止した場合は、口座振替の対象にはなりません。詳しくは、都
道府県労働局にお問い合わせください。

訂正はできませんので、必ず新しい領収済通知書（納付書）により納付してください。
新しい領収済通知書（納付書）は労働局等に用意してあります。なお、他都道府県の領
収済通知書（納付書）での納付はできませんのでご注意ください。（P7参照）
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Q1.

A.

Q2.
A.

Q3.
A.

電子申請で手続きをしましたが、入力誤り（入力もれ）がありました。どうしたらいいの
ですか。
入力誤り等があった場合には、修正した内容での再度の手続きは不要ですので、まず
は、管轄の労働局に連絡してください。

電子申請をした場合には、保険料の納付は、必ず電子納付で行う必要がありますか。
電子申請の場合でも、納付方法は任意ですので保険料の納付は、従来どおり、納付書で
行うことができます。

e-Govの一括申請により、電子申請を行いましたが、問題なく受付されたのでしょうか。
申請先の労働局において、申告書の記載内容を確認し、申請内容に不備等がなければ、
電子公文書（申請書控）を返信します。
なお、一括申請において、労働保険番号の記入誤り、概算保険料額の入力もれなどが多
くみられますので、申請する際には、入力内容を確認の上、申請してください。

[ 電子申請に関すること ]



http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/hokenryou/

注4　年度更新手続期間内に年度更新申告書の提出がないと、全期・第1期
　　分の口座振替納付の処理を行うことができませんのでご留意ください。

にて

○　申込み手続が完了した方に、振替が開始される納付日の2ヶ月程度前までに、
　登録情報の確認通知をお送りします。
○　口座振替日の2週間程度前に振替納付額等をお知らせします。
○　納付日から1ヶ月程度で振替結果通知をお送りします。

3.通知

納期

口座振替納付日
ゆとり日数 ５7日 １４日 １４日

口座振替申込期限

通常の納期限

平成28年9月6日 平成28年11月14日 平成29年2月14日

平成28年7月11日 平成28年10月31日 平成29年1月31日

平成28年8月15日平成28年2月25日 平成28年10月11日

全期・第1期 第2期 第3期

○　口座振替の納付日に、あらかじめ届出いただいた口座から労働保険料
を引き落とし、納付する制度です。

◎　金融機関等の窓口に出向くことなく、労働保険料の納付ができます。
◎　一度、口座振替の手続をしていただければ、翌年度（納期）以降も継続して
口座振替により納付することができるため、納め忘れる心配がありません。

◎　手数料はかかりません。 　
◎　保険料の引き落としに最大約２ヶ月ゆとりができます。

メリット　

ゆとりの

26 27

２９

2 8 2 9

2 9 3 0

㉛法人番号



通常の納期限
口座振替
納付日

ゆとり日数 58日 14日 14日
口座振替
申込期限

平成29年2月27日
（※）

平成29年8月15日 平成29年10月11日

労働保険料は口座振替が便利です！

申告・納付は6月1日（木）から7月10日（月）までに

今年度より、申告書に「法人番号」の記入が必要となります。

29

金額の頭に

※年度更新手続期間内に年度更新申告書の提出がないと、全期・第1期分の口座振替納付の処理を
　行うことができませんのでご留意ください。

一般
一般

・申告・納付期日最終日である７月１0日（月）は、労働局・金融機関・郵便局窓口において大変混雑
することが予想されます。
・電子申請なら、ご自宅・オフィスのパソコンで24時間申告・納付が可能です（詳しくはP.19を参照）。
・口座振替により、労働保険料を納付することができます。（詳しくは裏表紙を参照）

提出は管轄の都道府県労働局・金融機関・郵便局へ

年度更新申告書の書き方等については、コールセンターへお問い合わせください。
〈電話番号〉0120-335-546 ※詳細は同封のリーフレットをご覧ください。

内訳・納付額の金額の訂正はで
きません。

　申告書の記載内容について、厚生労働省が委託した民間業者より照会させてい
ただく場合があります。


